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第１章総合計面の策定にあたって
架 ＄

〔’前文(総合計画策定の趣 ！(総合計 旨）■

■■■■■。

珍本市は平成９年（1997年）に市制施行50周年を迎えました。昭和22年（1947年）８月１

，、府内で12番１１にlIiIliUを施行した本市の111時の人１１は４万人余りでしたが、’1H和30年

（1955年）に津l1ll11Jと合併。その後、高度経済成及IU]に忽激な都市化が進腿し、現在で
は40万人を超える人’１を擁する都｢|丁とな(りました。

珍本市は、昭和62年（1987年)、第３次総合計iHliを策定し、「緑と文化を育む、

ふれあいのあるまち、枚方」を本市の将来像として捉え、都市基盤の整備、

・文化など充実を図1)ながら、その実現に努めてきました。

人と人との

棉祉・教育

〃現在、本市を取り巻く状況は、人きぐ変化しています。少子・高齢化の進腱により、本

市の人'１推移についても減少)傾|(ｌが予測されるとともに、日本経済が低迷するなかで｢}ｊ

税収人等が落ち込み、本ilTの財政状況の悪化が進んでいます⑥従来のような人｜｜と経済

の成長に支えられたｲi),ｊ上がりの税収増加をl)i腿にしたまちづくりを兇１１皿、新たな観
点でまちづくりをすすめる必要があります「

〃地方分権が進展し、ＩＭｉＷＩ２豊かで活力に満ちた地域社会を実現するために、１１J比に身近な

地方自治体の主体|'|：と総合性を高めていくことが求められています。行政による情報の

開示、説明責任の履行を基礎に、あらゆる場[､iでIlj比参lH1の促進を反１１)、ＩＩｊ民・事業者
・行政の協働を実]J1することが必要です。

燕

〃さらに、オゾンl勵の破壊や地球温暖化、酸性llljllil題など地球レベルでの殿境'''１題が顕在

化し、大量生産・大Ｉ,(:ilIi費・大量廃棄型の生柄様式の見直しが求められています。まち

づく1)のあらゆる場liliにおいて、環境への負荷をできる限り小さくし、持続nJ能な発展
をめざすことが必要です｡

〃また、211}t紀のまちづくりにおいては、これまでのように「モノ」をＦＩＩ心に考えるので

はなく、人と人のつながりや「心」を重視しなければなりません。地域の歴史や文化、

環境を大切にしながら、新たなまちの魅力を刺Ⅱ}し、人々が愛するまちをめざす必要が
あります。

〃そこで、私たちがめざすまちの姿とまちづくりの基本Ｈ標を改めて探求し、IljLG・事業
･学

者．行政が,筋働して取り組む基本方向を確立するため、市民の叡智を集めて、平成27年
度（2015年度）を||標年度とする新たな枚方市総合計画を策定するものです｡

〃なお、本計ilHiについては、その達成状況等を定IUl1jOに検証し、必妥に応じて改定するも
のとします。
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慰前総合計画の総括の総２．

まちづくりは、過去から未来へと積み重ねられる歴史的な営みの上に、進められるもの

です。そこで、新たな総合計画の策定にあたって、まず、これまでの基本構想の総括を行

います。

２－ｉこれ雷で、総合計画塁家構想

〃第１次総合計画〃

全国有数の人口急1W都市となり、一部で無秩序な宅地開発が問題となっていた昭和４４

年（1969年)、本市は乱開発を防ぎ秩序あるまちを形成するため、最初の総合計画を策

定しました。｜可計画では、昭和60年（1985年）を目標年次に、適正人口を42万人から４７

万人に設定し、昭和41年（1966年）に実施した総合計両基礎調在で明らかにされた基本

構想を継承し、「きれいな空気と水に恵まれ、あらゆる機能を備えながら整然として伸

び、福祉のゆきとどいた緑のまち｜をめざすとしました。

〃第２次総合計画〃

昭和48年（1973年）の第１次石油ショック以後、高度経済成長期の反省から開発のあ

り方や人の生き方などの価値観が見直される気運が広がり、昭和521'二（1977年)、本市

は総合計画を改定しました。小中学校の建設に追われ、都市基盤の整備が遅々として進

まないなか、第２次総合計画においては、まちづくりの方向を「市民生活優先・福祉の

向上・ゆとりとうるおいのある都市建設」と定め、本市の性格を「住宅機能を重点とし

た多機能都市」として再認識しました。また、月標年次である昭和60年（1985年）の日

標人口は40万人に下方修正しました。
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〃第３次総合計画〃

人口微増期に入り、茂務教育施設の建設も一段落し、新たなまちづく|)にjlXり組むた

めの主体的条件がIIlliわったことから、昭和62ｲ'２（1987ｲ１２)、水｢１７は、lIjlljUIiliiｲ｣:401,iil年を

機に、再び総合,１１.'111iを改定しました。’三|標年次を12成１２ｲ１２（2000年）とし、上限人１１を

４５万人と設定した」｣県/|史IMi想では、本市の将来像を「緑と文化を育む、人と人とのふれあ

いのあるまち、枚〃」としました。

そして、下水道・道路・公園・枚方市駅の高架化などの郁市基雛整Iiliに全力を傾ける

とともに、公民館・Ixl,'１:館，美術センター・総合スポーツセンター・地域体育館・野外

活動センターなどの社会教育施設の建設を進め、それぞれの施設を拠点にWi極的な社会

教育・文化,スポーツiiIhlilを展開してきました。また、総合福祉会館を処i没し、２１世紀

の本格的な高齢社会に備えて、高齢者の在宅福祉サービスおよびこれを文える施設サー

ビスの拡充などに努めたほか、全市域での高度浄水処理水の供給も実現しました。

しかしながら、ごみの減量化や適正処理のための新たな清掃工場の新設など環境問題

への取り組みや、本市の１１｣心市街地である市駅周辺の特色ある地域としての再幣備、本

７１丁の東部地域を人々が仇み,創造し・憩う２１↑仕紀の新しいまちとして形成する課題等に

ついては、その締についたばかりだといえます｡

２－gこれ崖で、搬合計画墓本構想、廓価

これまで３次にわたって策定された総合計''１１噸本櫛想は、時代状況に促した強調点の

違いはあるものの、「環境（｢|然)」「住宅機能」「多機能」「文化」「ふれあい」とい

った諸点に注Ⅱし、ゆとりのある自然環境に恵まれながら、さまざまな都ilj機能や魅力

を持ったまちをつくることを一貫してめざしてきたといえます［

［１本社会が人11減少時代に入I)、地方分権の進腿によって、治休がI1lillｿﾞ|;M&かなまちづ

くりを進めるために、ｉﾐ体的で総合的なﾉj量が'''１われる時代を迎えた今、これまでの基

本構想で示した方lijjをjIL本的に引き継ぎ、2111t紀の新しい枚方の創造をめざすことが重

要です二
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’
時代背景

一国・地方を通じた変化一

「
』

○地方分権の推進
拳

平成12年（2000年）４ｐ、地方分権・括法が施行され、地方分権時代の本格的な幕が

開きました。各自治体においては、今後一層、地域の個性を生かしたまちづくりが求め

られます。

また、地方分権を進めるということは、地域のことは地域で責任を持って決める自治

を強化することであり、そのためには行政だけでなく、市民。事業者と行政が協働して

まちづくりを行うことが求められています。

○人□構造の転換

平成７年（1995年）における全国の人口構成比は、14歳以下が16.0％、15～64歳が69.

５％、６５歳以上が14.6％でしたが、２１世紀半ばの平成62年（2050年）には、１４歳以下が

13.1％、１５～64歳が54.6％、６５歳以上が32.3％という、３人に１人が高齢者となる超高

齢社会になると予測されています。

人口動向についても、全国では平成17年（2005年）をピークに減少傾向に、大阪府に

おいても、将来的には減少傾向に転じると予測されています。また、少了・高齢化の進
無

行により、生産年齢人口と非生産年齢人口の逆転、そして、世代間負担システムの変化

などが生じると予想されています。

○地球環境を視野に入れた政策形成の必要性
蕊

都市・生活型公害や廃棄物問題などの地域環境問題、さら1こ地球温暖化などの地球環

境問題など、環境問題が空間的広がりと将来の世代への影弊という時間的広が1)を持つ

に至り、人類の生存基盤を脅かそうとしています。

これらの問題は、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムや浪費

型のライフスタイルが共通の要因となっており、私たちの日々の生活スタイルや社会経

済活動の変革が重要となっています。

○バブル経済崩壊、景気低迷等の経済'情勢の変化

バブル縫済の崩壊に伴う不良債権問題の処理が未だに終わらず、また、少孑・高齢化

の進展に伴う年金・保険問題などを抱えているため、国民のｎ本経済の先行きに対する

不透明感と将来所得に対する不安感は依然として強く、景気の先行きは、引き続き楽観

が許されない状Udにあります。

また、人'1減少時代の到来が予想され、いわゆる生産年齢人口の占める割合が低下す

ることから、もはや従来のような「右肩上がり」の経済成長や税収端を期待することは

困難です。

芋
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○情報化の進展

情報技術（ＩＴ）ＩＩｉ:命が進展するなかで、社会のさまざまな分野でll1iliM化が没透し、

l11i報に対するW,}要が｣1'1ﾉ〈しています。平成]１年（1999ｲ'２）における'1/|Xのインターネッ

ト人'１は約2700〃人と|iiiｲ|i比の約６割増と急ilM〔にlWjjllしています。また、」1mﾉﾉ｢lifi体の

ホームページ|)M設辮も平成11年（1999年）度末では70％を超えており、さらに、企業に

おけるインターネットの利)'1率は80.0％に及んでいます。

このような状況のなかで、市民fk活の向上と産業など地域活性化を似|るため、また、

行政情報の公開を促進するために、地域の情報化を進める必要`性が尚まっています。

|枚方西纂鑪鰯枚方市一’

○人□増加の落ちつきを経て、人口減少の時代へ

本市の人口動lfIは、昭和30年以降に急速に人11増加を遂げ、昭和60年代に人って微増

傾向に変化しています。周辺のにI治体をみると、１１冊和45～50年まで急速な人ｎ噸となっ

た寝屋)||市、‘､〕:|「llj、｜'り災Tl丁、大東市については１１｛杯1150ｲ|ﾐ代にすでに微1'W1ljmlrIj・減少傾

ｌｉ１]に変化する．ﾉﾉ、八''１ⅢlIj、交野｢１丁、京田辺ＩＩｊ、Ali駒lIjについては｣W)ljllllJilｲﾘが継続して

お[〕、大部I|｢からlilil辺ｶﾞlj1ljへの人口移動は木lIjを越え、さらに郊外｣|｣｣,へと腿がっている

といえます。

－〃、我がＩ:Ilの人'１は、平成17年（2005年）をピークに減少傾|ｲﾘに入})、人阪府にお

いても人口が減少すると予測されています。こうした動向を反映し、本ilJにおいても平

成25年（2013年）をピークに人口減少の時代に突入すると折測しています

○急速に進む本市の高齢化一

平成７年（1995ｲ1：）の[二lxl勢調了iEによると、本iljの,蔚齢化率は9.5％で、今|｣【Ｉ（14.6％l

大阪府（11.9％）と比較すると低いものの、人１１忽噌期に流入したIIj民の年齢屑が特定

の層に集中しているため、今後、急激に高齢化が進展するものと予測されます．今回行

った将来人11推計では、平成27年（2015年）における高齢化率は、23.2％と予測してい

ます。

また、１５歳から64歳のいわゆる''二産年齢人１１の総人１１に占める割合は、平成７年（1９

９５ｲ１２）から平成27ｲ'１（2()15年）にかけての20年ＩｌＭで、約74％から約62％へとＩif少すると

Ｗ１Ｕしています、

○伸び悩む税収

本市の地ﾉJ税｣|X入の推移をみると､個人市民税・法人117民税ともに12成５年(1993年）

以降、伸びておらず、特に法人市民税については、その割合が低下しています〔

昭和40年代以降、本Iljの税収が堅調に増加してきたのは、経済成長と人ll1ND11という

「２重の成長」に文えられてきたからであり、現化本IIjの税収術造は、ｊｌｌｆたな局面へ

のi臓換期に入ったと)Ｌられます。

５
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○大規模製造業の市外移転、産業構造の転換

本市の産業は、工業'１１地等の誘致により製造業を,|,心に発展してきましたが、経済の

｜聖1際化が進展するとともに、ｆｉｉ純な労働集約ｌＭｌｉｔ歴,1M,から、高度な技術をｉｉｌＴ１Ⅱした知識

集約型高付加lili値型分!Ujへの転換が余儀なくされるようになりました。

また、1970年代以降、本市製造業の成長力鈍化に伴い、市内総生産額に,肘める第２次

産業のシェアが大きく低下し、1990年代には、生産コスト等の削減を図るために大規模

工場の市外移転が相次ぎました。本市においても、急激なスピードで脱工業化が進展し、

産業構造が転換してきたといえます。

￣力、商業については、ｌＩｔ代交替が困難で,}{]揃えや提供サービスに魅力を欠きがちな

地元零細小売店舗が褒退し、大型小売店舗とコンビニエンスストアが元上げを{１１１ばして

きました。消費脅ニーズの多様化や経済成長の低ﾄｰに伴う消費縮小傾向のなかで、地域

における商業のあり力がlW1い直される状況に至っています。

○大学の新設・拡大

本市には、大阪歯科大学・関西医科入学・関i)li外同語大学・摂南大学（薬学部）・大

阪国際大学・大阪1:業大学（情報科学部）の６つの大学が市域の北中部、東部地域に立

地し、「学園都市」としての性格を帯びるようになりました。また、関１１[i外ｌ１ｉｌ語大学が

｜ロコマツ製作所枚方工｣iMrの一部移転跡地に、｜則|｣[i医科大学が1ロクラボウ枚〃｣二場移転跡

地の一部にキャンパスを移転する計画を乳化進めています。

市内に立地する大学は、それぞれが専門性の商い大学としての特徴を持ち、大学附属

病院のような専門性のi1ﾕ接的な地域還元をはじめ、「若者、大学関係者の増川等による

経済効果｣、「地域のﾉﾋ涯学習・文化基盤の1句_上｣、「学会・研究会の開催等に伴う交流機

会の増大」など、まちの活性化に果たし得る潜在的な可能性は極めて高くなっています。

今後、地域における産・学と行政の連携を職化し、新たな産業創造の可能性を追求する

ことなど、「学園邦,lj」としての機能や1ﾉl実を,↑li度化することが重要となっています。

○人口急増対応型行政需要の沈静化、更新需要の増大

昭和40年代に数多く建設された大規模団地や大規模民間開発地は、その後、それらの

開発地と従来の集落地とを結ぶ間の地域に小規模な民間開発を密集させる“呼び水”と

な'）、急速な人１１塒の要|ｿ1となりました。このような急激な人口増に対応した行政需要

は人口の伸びの鈍化に伴い沈静化したものの、都TI丁叢糯整備の積み残しという課題が残

りました。したがって、今後、本市では、秋み残された都市基鑑の繁Illi、すでに整備さ

れた都市基盤の適切な維持管理、そして時llUの経過とともに高まる都市の修復・更新需

要の３つを同時に充旭させなければならないという課題を抱えています。

６
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○まちの魅力を低下させる開発

近年、蚊｣lhlnili1iの狭llilitな、いわゆる狭小宅地ｌ１ｉ宅が111)IjⅡしてお|)、１，１}化｣i1llU党だけでな

く防災lIliでのｌｌｌｌｌｕをﾉｌｉじています。また、これらの狭小宅地住宅では雌物Lu新JUIにおい

ての建瀞え等がｌｌＩｌｉし〈、イ<且住宅や空き家の噸lⅢなど、新たな都lljl1U1辿の典|ﾉ〈|となる危

険性をはらんでいます。

また、本市の宅地化については農地や山林で進展していますが、今後、Ｉ化代交代や農

業経営環境の悪化に'''２い、農地や緑地がさらに減少することになれば、「I然環境にめぐ

まれた住宅地という本Iljのまちの魅力は低下するものと考えられ、農地や緑地を守りな

がら、良好な'１j街地を形成することが必要です。

○本市を取り巻く交通環境の変化

都市と都市を結ぶ第墹#１１'自動車道や第二京阪道路といった広域幹線道路や鉄道につ

いては、まちを沼性化するための都市基溌として、その整備や充実が望まれています：

同時に、本市においては、市の東西方向の交通網を轤備し、市域|ﾉﾘの移動を''1滑にする

ことでまちとしての・体感を醸成しなければなりません。

また、地球環境保令の必要Ｉｿ'５が高まるなか、環境にやさしい新たな公共交迎体系を轄

I1lliする必要があ1）ます〔：

７



｢臺本構想｣

十■ロ

第２章基本構想
研■ﾛ

ｒ
腿

、
凶1.塁本構想策定の視E=

〃Zn、

私たちがめざすまちの姿を実現するためには、以下の基本的な視点が重要です。

腿持続可能な地域発展をめざした地域性豊かなまちづくりの展開

一都市の永続性・永住魅力を高める一

参人口推移の動向を見据え、世代をつないで住み続けたいと思えるまちを創造すること

鯵東部の山々と淀川をつなぐ自然豊かな生活空間を剣}{}すること

鯵農地や里１１１（まちのゆと|)空間）を積極的に保全・活11}し、市街地の無秩序な外延化

を防｣上すること

－枚方市の個性・独自性・優位性を確立する

〃｢l然と身近にふれあえる{|{宅地域と活力ある''１心Ilj街｣1uという多Iii｢１９な:iIl1Ijの魅力を

創出すること

鯵産業構造の転換に伴うｔ地利用転換への対応、１１丁街地の両整備などによる、都市魅力

を増大させるための都市更新を推進すること

鯵市内に存在する大学の機能や活力を生かすこと

〃本市の歴史や文化を大切にするとともに、新たな｢|丁民文化の創出によって「誇りの持

てる｜まちをつくること

園広域的な観点でのまちづくりの展開

鯵自然や文化など広いつながりのなかにまちが存在することを捉えなおすこと

〃環境対策やまちづくりにおけるさまざまな場面で、市域や府県域を越えた広域的な連

携と交流を促進すること

園地球環境を視野に入れたまちづくりの展開

〃身近な地域での地球環境保護の取り組みを創造・支援することにより、’'1然と共生す

る都市を建設すること

冊

こ’基本構想策定の視点
可

型



l基本構想」

園市民・事業者と行政の協働によるまちづくりの展開

〃行政による'１，１i報の１１M,｣〈、Julﾘ]責任の履行をjiL礎に、あらゆる場iIiでIljLC・'|｢雛杵がま

ちづく1)に参ﾉljllし、地域の、治・相112扶助機能を雌成しつつ、IIjlt.!]｢莱什・行政の

協働の実現をめざすこと

国行政のあり方の転換

一分権と自立の観点一

〃地域のさまざまな,i1l(題について、国に委ねることなく''１治体がliとなって総合的な観

点で取り組むとともに、広域的な観点で行政運鴬にあたること

一公開と市民参加の観点一

"説明責任の履行、情報の開示、あらゆる場面でIIJ民参加を促進するとの観点で行政運

営にあたること

－効果的・効率的な行財政運営一

〃従来のようなイｉ１ｌｉｋが{)の成長が見込めない厳しい経済．!!ｲ政状ﾙﾋのもとで、行政役

割を兇１１１]:し、Ｉｌｊｊﾙ機能のiiIi1l1を図るなかで行政をスリム化すること。そのために、政

策・施策・リド務ﾘﾄﾞ業のそｵしぞれを適切に評Iilliし、サービス水準の1(IIzと災'|｜すべき事

業領域選択の適l[化を''１能にする行政評価システムの確立が不'ﾘ火であること

密地方税財源の拡允をlIilに求めつつ、市民のニーズにあった適切な政策の腱開を可能に

する財政構造をliM鉱すること

~i蔦ｉｉｗｍ」lｌＩ
謬莞姜二

割iIilU？ﾛ

９

▲



l基本構想一

ｒ
Ｌ

、
型基本構想の前提２．

鯵この基本構想の'－１１｝１１(年1史は、、'た成271|昌度（2015ｲ側道）としますが、必要に応じて改定

するものとします。

－本市の将来人ｎは、平成25年（2013年)、約42刀４Ｔ-人をピークに減少すると),L込ま

れます。そこで、平成27年（2015年）における本iljの将来推計人Ｕは、約42万３千人

と想定します。

！

「
型蟇本構想の役割３

この基本構想は、2111t紀のはじまりにあたＩ)、本iljのめざすまちの姿、およびこれを実

現するため市民。事業群・行政がそれぞれの役割と責任を担いつつ、協働して進めるまち

づくりの基本目標と取り組みの基本方向を定めたものです。同時に、この基本榊想は、行

政がさまざまな施策を関係符部門と連携しながら、計''１１i的に市政を展開するための行政計

|llIiの役割を果たします直

枚方市のめざす

まちの姿

方市のめざす

まちの姿

枚方市（

まち

市民・事業者・行政

が協働して進めるま

ちづくりの目標と取

り組みの基本方向

さまざまな施策を関

係各部門と連携しな

がら展開するための

行政計画

〃」



｢基本構想’

「
型

１ ４．基本構想の実現主体

ii体は、「枚方Tljrに住み・lliIき・学ぶすべての人々（私たち)」
qOBU

ユニティ．ＮＰＯなどさまざまなIIT民組織、市内の!|j業苫と行

この雄本構想を実〕〕,Iする

であり、市民及び地域コミ

政との協働を推進します、

【総合計画を実現する主体１

枚方市に住み・働き．学ぶすべての人々（私たち）

〃

【４基本構想の実現主体 ３



｢基本濤憲」

〆
Ｌ

、
型枚方市がめざすまちの姿５

私たちのまち・枚方の持続|'|勺な発展と市民生活の'１１１１とを実現するためには、先人が培っ

てきた地域の歴史や文化を愛し、お互いを尊重し、支え合う社会を育むとともに、１１然環

境の恵みを次世代へ受け継ぐことが求められています。また、常に新たな価値の創造に努

め、生き生きとした輝きを発し続けることが必要です。

人と人、人と自然、人とまちの豊かな関わり合いのなかで、そうした営みを稚み重ね、

心ときめく魅力あるまちをつくることは、私たちのめざすまちの将来の像であり、また、

私たちの日々の行動指針でもあります。

そのため、この基本榊想では、私たちがめざす「まちの姿」を「出会い・学びあい・支

えあい、生きる喜びを創るまち、枚方」と定めますｃ

人

出会い・

学びあい。
支えあい、

生きる喜びを
創るまち、

円くllii枚方自
然

ニ
ノ

Ｐ
Ｊ



▲｢基本構想」

！ ,まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向

｜
且
【
ｕ

ｒ
Ｌ

と取り組み

私たちがめざすまちの姿と課題を踏まえ、次のとおり「まちづくりの基本'１標」と「取

り組みの基本力向」を定めます。

|まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向】

〆 ベ

【めざすまちの姿】

出会い・学びあい．支えあい、

生きる喜びを創るまち、枚方
』、 」

人と自然が共生する

環境保全のまち

○資源を循環させ環境を大切にするまちをつくる

○健康に生活できる安全な環境をつくる

○自然と仲よく暮らすまちをつくる
し 學

」

、

、Ｌ′「 可

魅力にあふれ、

生き生きとした

まち

○魅力と活気にあふれる

まちをつくる

○集客交流がひろがるま

ちをつくる

○時代の変化に対応した

産業を興す

健康で心豊かな

自立と共生の

まち

○人が心豊かに共に生き

るまちをつくる

○人が健やかに自立して

蕊らせるまちをつくる

健康で心昌

自立と梨

まち

○人が心豊か

ろまちをつ

○人が健やか

蕊らせるま

ふれあい、学びあ

い、感動できる

まち

○自他を生かす力を持つ

子どもたちを育む

○学び続けるよろこびの

あるまちをつくる

○出会いをひろげ、心動

かす文化の育つまちを

つくる

'れ、

とした

やすらぎのなか、

世代をつないで

住み続けるまち
○快適でやすらぎのある

まちをつくる

○「農」を守り、活かす

まちをつくる

○人にやさしく安全な交

通体系をつくる

にあふれる

ろ

ひろがるま

に対応した

可 。

■｣

みんなでつくる分権・市民参加のまち

○市民・甑業者と行政の協働を推進する

○分権時代に対応した地方自治の拡充を図る

○男女の共同参画を進める

ハ



｢臺本檮鶇’

基本目標１

私たちの社会生活や活動と私たちを取り巻く上
人と自然が共生する

水・空気・生き物などの環境は、Ifl互に深く影響を
環境保全のまち

及ぼしています。特に、私たちの大量ﾊﾐ塵・大量消

費・大量廃棄型の社会経済システムや浪謎的な生活

様式による地球環境への影響は極めて大きく、私た

(基本〃向］ ちには地球や｣L域の環境をより良好な状態に保ち、

次IH:代に受け継ぐ武務があります。

／資源を循環きせ環境を そのためには、ごみの減量や再生・再齪使川、エネ

大一切にするまちをつく ルギーの有効iiIi1I1などの取り組みとともに、ダイオ

キシン問題など新たな有害化学物質対策を含めて、を

／健康に生活できる安全 大気や水、土壌や地盤の保全を図る取り組みを継続

な環境をつくる 強化しなければなりません。

／Ifl然と仲よく繰らすま また、河川やllLIllなどの自然を保全するとともに、

ちをつくる それらをつないだ動植物の生`息采11Mを剣}|}し、－人

ひとりが自然と身近にふれあって暮らせるまちにし

なければなりません。

そして、こうした環境問題への取り組みを従来の

ように行政による指導・規制だけで進めるのではな

〈、市民・事業群・行政の三者が．体となって進め

ることが求められています。

そこで、illLC・事業者・行政のそれぞれが｢|然と

lbIき合い、洲fllを考えて行動し、やすらぎを感じな

がらすごす“人と自然が共生する環境保全のまち“

をめざします。

そして、この基本日標については、今後のまちづ

くりにおけるすべての分野で考慮する基本目標と位

置づけます。

/４

基本目標１

【基本〃向】

／資源を循環きせ環境を

大切にするまちをつく

る

／健康に生活できる安全

な環境をつくる

'１２１然と仲よく馨らすま

ちをつくる

人と自然が共生する

環境保全のまち

私たちの{!:会生活や活動と私たちを取り巻くｌｚ.

水・空気・生き物などの環境は、相互に深く影響を

及ぼしています。特に、私たちの大量ｲ１２塵・大量消

費・大量廃棄型の社会経済システムや浪徴的な生活

様式による地球環境への影響は極めて大きく、私た

ちには地球や地域の環境をより良好な状態に保ち、

次IH苣代に受け継ぐ武務があります《）

そのためには、ごみの減量や丹生.:1矛使)'１，エネ

ルギーーの有効iiIi1I1などの取り組みとともに、ダイオ

キシン問題など新たな有害化学物質対策を含めて、

大気や水、土壌や地盤の保全を似lる取Ｉ)組みを継続

･強化しなければなりません《，

また、河)||やllLlllなどの｢}然を保全するとともに、

それらをつないだ動'1k物の生息喪11Mを創}|}し、一人

ひと1〕がｒＩ然と身近にふれあって暮らせるまちにし

なければなりません。

そして、こうした環境問題への取り組みを従来の

ように行政による指導・規制だけで進めるのではな

く、市民・事業者・行政の＝者が‐体となって進め

ることが求められています。

そこで、１１丁比・事業者・行政のそれぞれが｢1然と

lijlき合い、洲ｲ|lを考えて行動し、やすらぎを感じな

がらすごす“人と自然が共生する環境保全のまち',

をめざします。

そして、この基本目標については、今後のまちづ

〈I)におけるすべての分野で考慮する基本目標と位

置づけます。



I基本構想I

基本目標２

ｲ虹｢１丁は'1群'140年代からの人’１忽1'１１、急激な1Ｍ発．
やすらぎのなか、

都市化によ1リノくきな発展を遂げましたが、〕ｉＷＩ２は惇
世代をつないで

滞傾向になっています。今後、全lｪ1的な人Ｉ］減少時
住み続けるまち

代を迎え、都市間競争の激化が予想されるなかで．

本市の活力を維持するためには、人とまちのⅢ会い

|基本〃lｆＩ１ がより良いものとならなければな()ません．

そのためには、’1i民の視点に立った快適でやすら

〃快適でやすらぎのあるぎのある安全なﾉﾋ活空間づくＩ)が必.要であり、ゆと

まちをつくる 1)ある住宅地の維持・形成、公剛・「水道などの都

鯵「農」を守り、活かす市基盤や良好な街並みの整圏備一保全を進めなければ

まちをつくる なりません塾そして、災害に強いまちづくｌ)や、今
－６ｃ

〃人にやさしく安全な交後、少子・高齢化の進展がｆ測されるなかで、ノ･－
，；・

jui,体系をつくるマライゼーションの考え方に基づく、まちのバリア

フリー化を]化進させるとともに、その充１４としての、

ユニバーサルデザインによるまちづくりもilr災です～

また、本TlJにはまだ多くの腱｣Lがイバ|；しています

が、年々、転ⅡIが進んでいます。腱地は新鮮な農産

物の供給源であるとともに、まちに残されたやすら

ぎや防災のための空間として、あるいは''１然とのふ

れあいの場として、さまざまな効果をｆkみ}I{す貴重

な地域資源であり、積極的に保全・活11]することが

必要です｡

また、幹線道路の交通混雑やそれに'''2うﾉ１２活環境

への悪影響を解消し、人々が安全・快適に移動し、

交流することができる交通体系をつくらなければな

りません：

そこで、すべての人々が、快適で安らかに住み続

けることができる術やすらぎのなか、・世代をつない

で住み続けるまち”をめざします。

ﾉｰﾗ

基本目標２

【基本ﾉJlf1】

鯵快適でやすらぎのある

まちをつくる

鯵「農」を守1)、活かす

まちをつくる

〃人にやさしく安全な交

通体系をつくる

やすらぎのなか、

世代をつないで

住み続けるまち

ｲ虹｢|丁は昭jlill40年代からの人'1忽1'１１、急激なｌｌＩｌ発

都[ｉｆ化によ1ﾘﾉくきな発展を遂げましたが、〕iMｲl;は停

滞傾向になっています。今後、全lｴ1的な人I]減少時

代を迎え、都iif間競争の激化がｆ懇されるなかで、

本ｉｉ丁の活力を維持するためには、人とまちのＩｌ１会い

がより良いものとならなければな1)ません，

そのためには、’|j民の視点に立った|ｿﾞﾋ過でやすら

ぎのある安全なﾉﾋ活窄間づくＩ)が必要であ1)、ゆと

1)ある住宅地の維持・形成、公剛・「水道などの都

市基盤や良好な街並みの整備一保全を進めなければ

な')ません。そして、災害に強いまちづくl)や、今
。；①

後、少子・高齢化の進展がｆ測されるなかで、ノー
６F●

マライゼーシヨンの考え方に基づく、まちのバリア

フリー化をＪ１【逃させるとともに、その禿l&としての、

ユニバーサルデザインによるまちづく})も１１t典です。

また、本iljにはまだ多くの農｣LがイバＩＬています

が、年々、転)Uが進んでいます。農地は新鮮な農産

物の供給源であるとともに、まちに残されたやすら

ぎや防災のための空間として、あるいは'’1然とのふ

れあいの場として、さまざまな効果をｆｌそみ'１{す貴重

な地域資源であ1)、積極的に保全・活１１Iすることが

必要です。

また、幹線道路の交通混雑やそれに|'|くう′１２活環境

への悪影響を解消し、人々が安全・快適に移動し、

交流することができる交通体系をつくらなければな

りません。

そこで、すべての人々が、快適で安らかに{i：み続

けることができる“やすらぎのなか、世代をつない

で住み続けるまち”をめざします。



｢蟇本i誉想」

基本自標３

魅力にあふれ、生き生きとしたまちであるために
魅力にあふれ、生き生

は、市民がまちに愛着を持ち、そこをjWi台にさまざ
きとしたまち

まな社会・市民・経済活動が活発に腱ⅡMされること

が必要です。そして、多くの人々が出会い、交流が

行われることでまちの活力が生まれます。特に''１心

|基本〃lf1］ 市街地である枚方市駅周辺地域や１１MI)しi文化学術研究

都.市として整備が進む東部地域において、枚ﾉﾉの

〃魅力と活気にあふれる B顔」として、多様な魅力を生み||'す活ﾉ｣の創出が

まちをつくる 必要です「

珍菓客交流がひろがるま また、本市ではそれぞれの特色のある大学が６校

ちをつくる 立地しており、その立地効果を生かした交流機会の

鯵時代の変化に対応した 増大は、まちの魅ﾉj向上につながります“

産業を興す また、各地域の個性を磨き、歴史、文化、「1然、

アメニティ、１１W業施設などあらゆるiiM)'6盗iMiの１１'１１Ⅱ

と創造によ(）、人と情#liの交流を促進することもili

要ですｃ

産業については、木市では工業'１１地の誘致嫌によ

る製造業の立地が｢ＩＪの発展を支えてきましたが、今

後、時代の変化に対応した産業榊造への転換が求め

られています。特に地域に根ざした産雛の育成が必

要です種

そこで、さまざまな地域資源をiili11Iしながら魅力

あるまちの空間を形成し、市民が誇れるまちづく１)、

ふるさとづくりを通じて交流の輪を広げるとともに、

時代に適合した地域産業を振興し、住み良く働きや

すいまちとなるよう、応魅力にあふれ、生去牛表と

したまち”をめざします『

'５

基本目標３

【基本ﾉjlf1】

〃魅力と活気にあふれる

まちをつくる

珍菓客交流がひろがるま

ちをつくる

鯵時代の変化に対応した

産業を興す

魅力にあふれ、生き生

きとしたまち

魅力にあふれ、ＬＩｆき`|ききとしたまちであるために

は、１ｉｆ民がまちに愛着を持ち、そこをjlﾄﾞ台にさまざ

まな社会・市民・経済活動が活発に腱Ｉ)Mされること

が必要です。そして、多くの人々が出会い、交流が

行われることでまちの活力が生まれます。特に''１心

市街地である枚方117駅周辺地域や関1)しi文化学術研究

都市として盤lilliが進む東部地域において、枚ﾉjの

｢顔」として、多様な魅力を姫み１１'す活ﾉ｣の創出が

必要です。

また、本iijではそれぞれの特色のある大学が６校

立地してお()、その立地効果を生かした交流機会の

増大は、まちの魅ﾉj向'２につなが1)ます゜

また、各地域の個性を磨き、歴史、文化、「1然、

アメニティ、１１W業施設などあらゆるhiM)'〔j満iliiのｉｉｌｉＩⅡ

と創造によ(）、人と情*liの交流を促進することもilk

要です。

産業については、木I|丁では工業ﾄjl地の誘致嫌によ

る製造業の立地が｢ＩＪの発展を支えてきましたが、今

後、時代の変化に対応した産業構造への１１瞳換が求め

られています。特に地域に根ざした産業の育成が必

要です。

そこで、さまざまな地域資源をii1i111しながら魅力

あるまちの空'1Mを形成し、Ilf民が誇れるまちづく1)、

ふるさとづくりを通じて交流の輪を広げるとともに、

時代に適合した地域産業を振興し、住み良く働きや

すいまちとなるよう、“魅力にあふれ、生き生きと

したまち”をめざします『》



i墓本構想Ｉ

基本目標４

平和はT1j比化iiTiの人|iii提であり、人ｿilli'１１【久のMHぃ
健康で心豊かな向方と

です。さらに地球環境を保全するためには平和な社
共生のまち

会が基本であり、国I祭化が進展するなかで、瓦いの

人権や文化を尊重する関係をつくることがますます

重要となっています。

|雄本方|（１） また、家庭・地域でのふれあいや人との関わりの

なかで、人に対する,1,2(いや})を育み、身近なふれあ

〃人が心豊かに共に/こき い・支え合いを感じる｣111域社会をつくることが必喫

るまちをつくる ですｃ

鯵人が健やかに、立して そして、そうした社会のもとで、市民それぞれが

暮らせるまちをつくる 自らの人生やり：活の場[iiiに応じて、自らの意思と斑

任に基づいて必笈な保健・福祉・医療などのサービ

スを利用しぃ健康で'こきﾉﾋきと「１分らしく搾らすこ

とのできるまちを実ｊＪ１１しなければな})ません、その

ためには、介,泌ｊ仁f『て、いのちと健Lｌ（・帷i11iを文

える多様な社会盗源を終術することが必婆です。ま

た、行政にはIlj民がさまざまなサービスに対して「Ｉ

Ｊ選択と、己決定ができるよう、支援することが求

められ主す．

そこで、『ij氏それぞれが出会いやふれあいのなか

で、人と人が文え合うとともに、,住みlflれた地域|:|：

会のなかで、人との'１Mわ})を持ち続け、おｌ[い助け

合いながら、「|らの蔵,'し(で生き生きと↑I1illiUし、Ifl:会

に参加できる、叩健康で心豊かな自立と共生のまち'’

をめざし主す

ﾉｱ

基本目標４

【雄本方I【1］

〃人が心;豊かに共に唯き

るまちをつくる

鯵人が健やかに｢]立して

暮らせるまちをつくる

健康で心豊かな自立と

共生のまち

xiz；1il;は１１丁比化iiTiの人|iii提であり、人類'１１【久のMHい

です。さらに地球環境を保全するためにはＷｌｌな社

会が基本であl〕、国際化が進展するなかで、［fいの

人権や文化を尊重する関係をつくることがますます

重要となっています。

また、家1廷・地域でのふれあいや人との関わりの

なかで、人に対する),L(いや１７を育み、身近なふれあ

い.支え合いをlUHじろ｣U』域社会をつくることが必災

です。

そして、そうした社会のもとで、１１丁民それぞれが

｢lらの人生やり：活の場1iiiに応じて、Ｆ１らの意思と輿

任に基づいて必要な保健・福祉・医療などのサービ

スを利ルルぃ健康で唯きﾉﾋきと「|分らしく搾らすこ

とのできるまちを実｣ﾘ,[しなげれぱな1）ません。その

ためには、介i穫、ｊイ『て、いのちと健康・帷ｉ１１ｉを文

える多様な社会盗源を終術することが必婆です。ま

た、行政にはIlj民がさまざまなサービスに対して｢｜

LA選択と「|己決定ができるよう、支援することが求

められます。

そこで、『ij氏それぞれが{{}会いやふれあいのなか

で、人と人が文え合うとともに、住みlftれた地域社

会のなかで、人との'１'わ})を持ち続け、お/l:い助け

合いながら、｜,iらの)if'し(でﾉ1ﾐき生きと１，１１勅し、社会

に参加できる、`‘健康で心豊かな自立と共生のまち”

をめざします。



I基本構想一

基本目標５

子どもたちにとって大切な生活の場や学びの場を
ふれあい、学びあい、

豊かにすることが求められています。保育所、学校
感動できるまち

園、家庭、地域社会の教育力の充実や連携の強化に

より、‐jLどもたち－人ひとりの|Nil性を尊重し、「ゆ

とり」のなかで自ら学び、考える力や、豊かな人間

性、「自他を生かす力」を育むことが必要ですｃl基本方向）

私たちは、環境問題・陸I際理解・人権問題など、

〃自他を生かす力を持つ地域社会の課題であると同時に地球iMIL模の課題に111〔

面しています。また、余暇時間の増大、少子・高齢子どもたちを育む

／栄ぴ続けるよろこびの化の進展、情報化の進腿、女性の社会参加の促進な

どの社会の動きとあいまって、市比の生涯学調やＷｉあるまちをつくる

〃出会いをひろげ、心動報社会への適応能力独得への意欲が増大してお()、

かす文化の育つまちをその内容も高度化・多様化しています。本市にはそ

れぞれの特色のある６つの入学が存在しており、そつく馬

れらがｲ｢する知の集秋や機能もiiiW11しながら、よる

こびを持って学び続けられる社会をつくらなければ

なりません。

また、芸術・文化、スポーツとのⅡ|会いや人の心

を動かす文化を育むとともに、文化11ｲなど市民共ｲ』

の歴史遺産を保存し、未来に伝えることが必要です。

そこで、すべての人が、人とふれあい、社会との

関わりを持ち、お互いに学び、成長し続け、心豊か

な人間らしいﾉﾋき方を実現できるよう、“ふれあい、

学びあい、感動できるまち”をめざします：

ﾉム

基本目標５

【基本方1句】

〃自他を生かす力を持つ

子どもたちを育む

〃学び続けるよろこびの

あるまちをつくる

〃出会いをひろげ、心動

かす文化の育つまちを

つくる

ふれあい、学びあい、

感動できるまち

子どもたちにとって大切な生活の場や学びの場を

豊かにすることが求められています。保育所、学校

園、家庭、地域社会の教育力の充実や連携の強化に

より、ｒどもたち・人ひと1〕のＩNil`|ｲﾐを尊重し、「ゆ

とり」のなかで｢Ｉら学び、考える力や、豊かな人間

性、「｢｜他を生かす力」を育むことが必要です。

私たちは、環境問題・'聖I際理解・人権問題など、

地域社会の課題であると|司時に地球itM模の課題に114（

面しています。また、余暇時間の増大、少子・高齢

化の進展、情報化の進IRi、女性の社会参加の促進な

どの社会の動きとあいまって、iIj比の生涯学稗やＩｉ１ｉ

報社会への適応能ﾉj挫得への意欲が増大しており、

その内容も高度化・多様化しています。本11Jにはそ

れぞれの特色のある６つの入学が存;<I{しておＩ，、そ

れらがｲ｢する知の集秋や機能も活l11しながら、よろ

こびを持って学び続けられる社会をつくらなければ

な{)ません。

また、芸術・文化、スポーツとの}I|会いや人の心

を動かす文化を育むとともに、文化11ｲなど市民共ｲ『

の歴史遺産を保存し、未来に伝えることが必要です。

そこで、すべての人が、人とふれあい、社会との

関わりを持ち、おJ]:いに学び、成長し続け、心豊か

な人間らしいﾉ|=き方を実現できるよう、“ふれあい、

学びあい、感動できるまち”をめざします。



｢臺本構想一

呈本目標６

地〃分権の理念のもとに、めざすまちの姿を実現
みんなでつくる

するためには、市ＬＧ・事業稀と行政の二者がそれぞ
分権・市民参加のまち

れの役割と10f任を狐いつつ、協働してまちづくりに

取1)組む必要があI）ます゜特に、まちづくりの計i1lli

や政策形成の過稗に｢１丁民や事業稗が参力Ⅱし、それぞ

l堆本方|(1) れの立場で役割と寅任を共有するルールを確立して

いくことや、地域コミュニティやＮＰＯなどさまざ

'１|丁民・事業者と行政の まなiIj民組織の自治的活動を活性化することが重要

協働を推進する です．

〃分権時代に対応した地 また、まちづくI)を含め、あらゆる社会活動の場

力自治の拡充を図を に男女が社会の対蝉な構成員として参ｌ１１ｌｉする機会を

〃ﾘj次の｣し同参lll1iを進め 確保できるようにしなければなりません：

{]乙政運営においては、llh域のさまざまな課題につ為

いて、同に委ねることなく市がｉｉとなって取り組む

こと、総合的で広域的な観点で行政運`灘にあたるこ

と、脱明責征を果たすこと、情W{|刑示の姿勢を堅持

することが敢妥です。また、厳しい財政状況のもと

で地ﾉj税財源の拡允を国に求めつつ、イj政役i1fUを兇

直し、市場機能の活用をＭるなかで行政をスリム化

し、行政評IIliによりサービス水fUiのmjI:と集Il1すべ

き事業選択の適正化を進めることで、ilj民のニーズ

にあった適UUな政莱の展|Ｍを可能にする財政|'倣造を

確立することが必要です≦

こうしたことに取り組みながら、“みんなでつく

る分権・市民参加のまち',をめざします。

そして、この基本目標については、今後のまちづ

<１)におけるすべての分野で老IMiiするＪ[隆本目標と位

置づけます｡

■

ﾉリ

基本目標６

【堆本方ｌｉ１】

'''７民・事業者と行政の

協働を推進する

〃分権時代に対lijした地

力rl治の拡充を図る

〃ﾘj女の｣し同参lll1iを進め

る

地ﾉﾉ分権の理念のもとに、めざすまちの姿を実現

するためには、iijLG・事業稀と行政のｉ者がそれぞ

れの役割と10i任をilj1いつつ、協働してまちづくりに

取1)組む必要があI)ます。特に、まちづく1)の計画

や政策形成の過稚にiIj民や事業稀が参力|Ｉし、それぞ

れの立場で役割と責任を共有するルールを確立して

いくことや、地域コミュニティやＮＰ()などさまざ

まなiIj民組織の｢1治的活動を活性化することが重要

です。

また、まちづくI)を含め、あらゆる社会活動の場

に男女が社会の対等な構成員として参ｌ１１ｌｉする機会を

確保できるようにしなければな()ません。

行政運営においては、地域のさまざまな課題につ

いて、同に委ねることなく｢1丁がｉｉとなって取I)組む

こと、総合的で広域的な観点で行政連衡にあたるこ

と、脱明責ITkを果たすこと、情W{|刑不の姿勢を堅持

することが遁妥です。また、厳しい財政状況のもと

で地ﾉﾉ税財源の拡允をIizlに求めつつ、イ丁政役11;]を見

直し、ｉｉｊ場.機能のliiIimをlxlるなかでｲ｣二政をスリム化

し、１｢政評I111iによりサービス水fﾘｾのir1jI:と集'I1すべ

き事業選択の適']{化を進めることで、iIj民のニーズ

にあった適|ﾀﾘな政策の展|Ｍを可能にする;け政榊造を

確立することが必要です。

こうしたことに収1？組みながら、“みんなでつく

る分権・市民参加のまち”をめざします《：

そして、この基本１１標については、今後のまちづ

〈[〕におけるすべての分野で考IMiiするＪ【腱本!]標と位

置づけます。




